様式第２（第６条関係）
東三河広域連合中山間地域居宅サービス運営支援金申請対象事業所（変更・中止）届出書
　　年　　月　　日
東三河広域連合長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者・氏名　　　　　　　　　　

東三河広域連合中山間地域居宅サービス運営支援金交付要綱第６条の規定により次のとおり申請対象事業所の（　変更　・　中止　）を届出します。
	事業所番号
	
	対象事業所名
	

	事業所所在地
	（〒　　　－　　　　）


	届出区分
	□変更　　　　　　　　□中止

	事業内容
変更後初回交付申請予定
（　　　年　　月分）
注：（介護予防）福祉用具貸与では変更後の最も早いサービス提供月を記載。
注：変更後初回交付申請予定欄は、中止の場合は記入不要。
	【提供サービス】　　　　　　　　　　　　　□ 該当なし
□ 訪問介護　　　　　　　　□ 介護予防訪問サービス
□ 広域型訪問サービス
□ 訪問入浴介護　　　　　　□ 介護予防訪問入浴介護
□ 訪問看護　　　　　　　　□ 介護予防訪問看護
□ 訪問リハビリテーション
□ 介護予防訪問リハビリテーション
□ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
□ 夜間対応型訪問介護
□ 通所介護　　　　　　　　□ 地域密着型通所介護
□ 介護予防通所サービス　　□ 広域型通所サービス
□ 通所リハビリテーション
□ 介護予防通所リハビリテーション
□ 認知症対応型通所介護　　□ 介護予防認知症対応型通所介護
□ 短期入所生活介護　　　　□ 介護予防短期入所生活介護
□ 短期入所療養介護　　　　□ 介護予防短期入所療養介護

□ 小規模多機能型居宅介護

□ 介護予防小規模多機能型居宅介護
□ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
□ 居宅介護支援
□ 福祉用具貸与　　　　　　□ 介護予防福祉用具貸与

	
	【訪問・送迎可能地域※】　　　　　　　　　□ 該当なし
□　新城市鳳来地区　　　　□新城市作手地区
□　設楽町　　　　□東栄町　　　　□豊根村
※運営規程に定める通常の実施地域外で、条件によっては引き受ける
場合を含む。

	添付書類
	１　債権者登録申請書（変更・廃止）【変更なし　□】
　　※債権者登録内容に変更の無い場合には【変更なし　□】欄に
チェックし、添付不要。


